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1-1 蕨市の令和８年度税率の見直し（案）について （改定試案①・②）

Ｒ9 Ｒ9

試案 ① 試案 ②

Ｒ８市標準税率（推計）

を設定
市独自税率（納付金の１割赤字繰
入）を設定

赤字解消

①県運営方針 〇 一致する  一致しない

②交付金 〇加点（+５０） 減点（－２５）

③被保険者
負担

県内最高水準

〇完全統一時には「下がる」可能性

〇負担増は小さい
×完全統一時には「急激な」上昇

Ｒ8納付金 Ｒ8決算

納付金を（税収+交付金等）
でまかなう

税収等

納付金を（税収+交付金等+
その他繰入金）でまかなう

Ｒ8納付金 Ｒ8決算

税収等

１割を赤字で補填

赤字は一定額

納付金に対する割合 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6見込
平均

（R2-6）

その他繰入金 11.1% 17.6% 7.4% 12.2% 5.8% 10.8%



改定率 1人あたり調定額 不足率

Ｒ8市標準税率 試案① 20.2% 153,696円 0.00%

試案②（市独自税率） 9.3% 139,724円 10.0%
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改定試案

赤字解消
達成可能ライン
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推
計

１
人
あ
た
り
調
定
額
）

<現行（R7.4月末）とR8推計の比較>

赤字解消ライン

現行税率維持

税率改正

不足率
４．２％

赤字解消
目標年次

２-1 令和８年度税率の改定試案の比較について① （調定）

不足率
２０．２％

不足率
１０．０％

<現行税率>

<試案②>

R6 Ｒ7 Ｒ8推計

1人あたり必要保険税額 123,615円 131,955円 142,723円

伸び率 4.93 6.75 8.16

基準収納率 92.78% 92.31% 92.86%

⇓ ⇓ ⇓

1人あたり必要調定額 133,235円 142,948円 153,696円

Ｒ６（Ｒ7.4月末実績） 127,874円 123,038円 123,038円

不足率（現行比較） 4.2% 11.8% 20.2%

<試案①>
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２-２ 令和８年度税率の改定試案の比較について②（税率）

⇒2方式へ
資産割・平等割の廃止

Ｒ6 蕨市 Ｒ8 市標準税率推計① Ｒ8 試案② 比較（R6⇒①） 比較（R6⇒②）

調定額
（軽減前） 2,049,047,870円 2,317,434,743円 2,106,374,679円 ＋268,386,873円 ＋57,326,809円

被保険者
（推計） 16,024人 15,077人 △947人

１人当たり
調定額 127,874円/人 153,707円/人 139,708円/人 +25,833円/人 +11,834円/人

改定率

－
20.20% 9.25%

Ｒ7 Ｒ8

蕨市
現行

蕨市Ｒ7→①との差
額

①（推計）
Ｒ8市標準

②
試案

蕨市Ｒ7→②との差
額

基礎分

所得割 6.4% 1.3% 7.7% 6.8% 0.4%

資産割 10% ▲ 10% ▲ 10%

均等+平等割 36,000 9,000円 45,000 41,100 5,100円

支援分
所得割 2.2% 0.4% 2.6% 2.5% 0.3%

均等割 14,000 4,000円 18,000 15,600 1,600円

介護分
所得割 2.2% 0.1% 2.3% 2.3% 0.1%

均等割 12,000 4,500円 16,500 13,200 1,200円

所得割合計 10.8% 1.8% 12.6% 11.6% 0.8%

応益割合計 62,000円 17,500円 79,500円 69,900円 7,900円
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Ｒ9 Ｒ9

２-３ 令和８年度税率の改定試案の比較について③（モデルケース別）

ケース① ケース② ケース③ ケース④ ケース⑤

1人世帯：25歳
給与収入150万円
固定資産税なし
（2割軽減該当）

1人世帯：70歳
年金収入198万円
固定資産税なし

（５割軽減該当）

2人世帯：夫婦70歳
年金収入198万と80万

固定資産税：5万円
(5割軽減該当)

3人世帯：夫婦35歳子1人
給与収入400万

固定資産税：6万円
子は未就学児

1人世帯：50歳
営業所得98万

固定資産税なし
（２割軽減該当）

蕨市現行(R７) 84,600円 63,700円 92,200円 326,800円 109,000円

蕨市改正後(R８)
市標準税率
（推計・試案①）

93,600円 77,800円 109,300円 397,400円 132,800円

+9,000 +10.64% +14,100 +22.14% +17,100 +18.55% +70,600 +21.60% +23,800 +21.83%

蕨市改正後(R８)
（試案②）

84,300円 70,100円 98,500円 358,300円 119,600円

-300 △0.35% +6,400 +10.05% +6,300 +6.83% +31,500 +9.64% +10,600 +9.72%

Ａ市(R７) 82,900円 63,800円 84,500円 326,900円 103,600円

Ｂ市(R７) 81,300円 63,200円 81,700円 324,200円 101,700円

Ｃ市(R７) 92,000円 69,600円 95,500円 356,100円 118,900円

介
護
あ
り

応能 1 0 . 8％
応益 6 2 , 0 0 0円

給与所得控除の
最低保障額
5 5万円⇒ 6 5万円
の引上げを反映
（ R 8～適用）

応能 1 1 . 0 2％
応益 5 3 , 8 0 0円

応能 1 1 . 2 5％
応益 5 0 , 0 0 0円

応能 1 1 . 9 7％
応益 6 6 , 4 0 0円

応能 1 2 . 6％
応益 7 9 , 5 0 0円

応能 1 1 . 6％
応益 6 9 , 9 0 0円
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